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東 海 村 文 化 協 会 規 約 

 

第１章  総 則 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、東海村文化協会と称し、事務所を東海村大字船場 768番地１に置く。 

（目的） 

第２条 本会は、東海村文化協会に所属する各連盟の連絡協調を図り、村の文化活動を振

興し、地域文化の向上・発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、東海村文化協会補助金交付要綱に則り次の

事業を行う。 

(１)芸術祭開催事業 

広く村民に対し文化協会の活動を披露し，村の芸術文化並びに文化協会に加盟

する連盟の芸，技術，及び質の向上のために行う芸術祭の開催事業 

(２)研修会等の開催事業 

文化協会の理事及び会員の芸，技術及び質の向上のために行う研修会等の開催

事業 

(３)展示会、発表会等の開催事業 

文化協会の活動を村の内外に周知するために行う展示会，発表会等の開催事業

で営利を目的としないもの 

(４)指導者の派遣事業 

文化協会の会員の芸及び技術を村民に対し広く継承し，芸術への関心を高める

ために自治会及び公共機関等の要請により行う指導者の派遣事業 

(５)体験教室の開催事業 

文化協会の会員の芸及び技術を村民に対し広く継承し，芸術への関心を高める

ために公募して行う体験教室等の開催事業 

(６)広報事業 

機関紙の発行及びホームページ等を利用した広報事業 

(７)加盟連盟間接補助事業 

文化協会に加盟する連盟が行う講習会，研修会，展示会，発表会，体験教室等

の開催事業及び広報事業等に対する間接補助事業 

(８)文化協会運営事業 

文化協会の運営に関する事業 

  (９)東海村文化祭支援事業 

     東海村文化祭や東海村主催事業への参加及び協力 

(１０)その他村長が適当と認めた事業 
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第２章  組 織 

（組織） 

第４条 本会は、本会の目的に賛同する村内居住及び村内勤務者で構成する連盟をもって

組織する。 

 

（入会及び脱会） 

第５条 本会に加盟しようとする連盟は、加盟申請書に次の書類を添付して会長に提出し、

理事会の承認を得なければならない。 

(１)規約 

(２)文化協会会員名簿（様式-4）及び、役員名簿（様式-3） 

(３)文化協会助成金に関する事業計画並びに予算（様式-2） 

２ 本会を脱会しようとする連盟は、脱会届けを会長に提出し、理事会の承認を得な

ければならない。 

３ 本会は、連盟として不適当と認めたときは、理事会に諮りこれを脱会させること

ができる。 

 

第３章  役員及び委員並びに事務局員 

（役員及び委員） 

第６条 本会に次の役員及び委員を置く。 

(１)会長  １名 

(２)副会長 ２名 

(３)理事 （各連盟の理事長又は代表者） 

(４)運営委員 7 名以内 

(５)監事  ２名 

 

（役員及び委員の選出） 

第７条 会長は村民または会員の中から、副会長は会員の中から選出し、 

総会の承認を得る。 

２ 理事は、各連盟の理事長又は代表者をもって充てる。 

３ 運営委員は、理事の互選による。 

４ 監事は、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。 

 

（役員及び委員の任期） 

第８条 役員及び委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員及び委員の任期は、前任者の残任期間とし、増員による役員及び委員の任

期は、他の役員及び委員の残任期間とする。 

３ 役員及び委員は、任期を満了しても後任者の就任するまではその職務を行う。 

 

（役員及び委員の任務） 
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第９条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(１)会長は、会務を総理し理事会及び運営委員会の議長となる。 

(２)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

(３)理事は、他の役員に協力し本会事業の企画運営にあたる。 

(４)運営委員は、事業計画案等を審議し理事会に提案する。 

(５)監事は、本会の会計事務を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

（事務局） 

第１０条 事務局は、(財)東海村文化・スポーツ振興財団が司る。 

       (事務局長：１名  事務局員(会計を含む)：若干名) 

 

第４章  評議員 

（評議員の選出） 

第１１条 連盟は評議員１名を選出し、会長に報告しなければならない。 

２ 評議員は、本会の活動経験が豊富であることが望ましい。 

 

（評議員の任期） 

第１２条 評議員の任期は、第８条第１項、第２項、第３項に準ずる。 

 

（評議員の任務） 

第１３条 評議員は、総会において本会運営に関する事項を審議し事業の遂行に協力する。 

 

第５章  顧問及び参与 

（顧問及び参与） 

第１４条 本会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が理事会の推薦を得てこれを委嘱する。 

 

（顧問及び参与の任務） 

第１５条 顧問は、本会の事業につき、会長の諮問に応ずる。また、会長の要請に応じ、

会議に出席して意見を述べることができる。 

２ 参与は会長の要請する事項について援助、協力する。 

 

第６章  会議 

（会議） 

第１６条 本会の会議は総会及び理事会並びに運営委員会とし、会長が招集する。 

 

（総会の開催） 

第１７条 総会は、役員並びに評議員をもって構成し年１回開催する。ただし、会長が必

要と認めたとき、又は、評議員総数の３分の１以上の要求があったときは臨時に
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開催することができる。 

２ 総会の議長は、評議員の中から選出する。 

 

（理事会の開催） 

第１８条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、年１回開催する。ただし、

必要に応じて臨時に開催することができる。 

 

 

（運営委員会の開催） 

第１９条 運営委員会は、会長、副会長、運営委員もって構成し、随時開催する。 

 

（会議の定足数） 

第２０条 会議は、総会においては評議員の、理事会においては理事の、運営委員会にお

いては運営委員の過半数の出席をもって成立する。 

 

（決議） 

第２１条 議事は、総会においては評議員の、理事会においては理事の出席者の過半数をも

って決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

  ２ 運営委員会の議事は、委員の出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

 

（総会） 

第２２条 総会は、次の事項を審議決定する。 

(１)予算及び決算 

(２)本会の基本方針及び年度計画 

(３)役員の承認（理事及び監事を除く） 

(４)規約の改廃 

(５)その他重要な事項 

 

（理事会） 

第２３条 理事会は次の事項を審議決定する。 

(１)事業の企画運営及び予算案、決算案 

(２)予算変更 

(３)入会及び脱会 

(４)会長、副会長の選出 

(５)監事の委嘱承認 

(６)運営委員の選出 

(７)顧問及び参与の委嘱推薦 

(８)細則の制定 



5 

 

(９)その他本会の運営に関する事項 

 

（運営委員会） 

第２４条 運営委員会は、次の事項を協議する。 

(1) 理事会に付議する事業計画及び予算に関すること。 

(2) 総会で決定された予算及び事業計画に基づく協会の事業運営に関すること。 

(3) 理事会に付議する必要がある事項に関すること。 

(4) その他、運営委員会の運営上必要な事項に関すること。 

 

第７章  会 計 

（経 費） 

第２５条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（会 費） 

第２６条 会費は年額とし、年度当初に納入するものとする。 

 

（会計年度） 

第２７条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。 

 

第８章  慶 弔 

（慶弔） 

第２８条 本会の慶弔規程について、別表のとおり定める。 

 

第９章  補 則 

（会員の義務） 

第２９条 連盟は、毎年度当初に次の書類を会長に提出しなければならない。 

(１)文化協会助成金に関する実績報告書（様式-1） 

(２)文化協会助成金に関する事業計画並びに予算（様式-2） 

(３)文化協会会員名簿（様式-4）及び、役員名簿（様式-3） 

 

（規約改正） 

第３０条 本規則は、総会において、評議員出席者の３分の２以上の賛成がなければ変更

することができない。 

 

（細則） 

第３１条 本規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別にこれを定める。 

 

 

 



6 

 

附 則 

１ 本規約は、昭和６０年４月２７日から施行する。 

２ 従前の東海村文化協会規約は廃止する。 

附 則 

１ 本規約は、平成９年５月２２日から施行する。 

附 則 

１ 本規約は、平成１１年５月２１日から施行する。 

附 則 

１ 本規約は、平成１８年５月２３日から施行する。 

附 則 

１ 本規約は、平成２１年５月１５日から施行する。 

  附 則 

１ 本規約は、平成２２年４月１日に遡及し施行する。 

  附 則 

１ 本規約は、平成２４年２月２日から遡及する。 

  附 則 

１ 本規約は、平成２４年 5 月 2２日から遡及する。 

  附 則 

１ 本規約は、平成２５年５月２２日から施行する。 

  附 則 

1 本規約は、令和２年６月 5 日から施行する。 

   

 


